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○ エ リ ア 放 送 を 行 う 地 上 一 般 放 送 局 の 免 許 の 申 請 書 及 び 申 請 書 に 添 付 す る 書 類 の 提 出 に 係 る 取 扱 い を 定 め る 件 （ 新 設 ） 

告 示 案  

電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） 第

五 十 二 条 第 五 項 及 び 第 五 十 二 条 の 三 第 四 項 の 規 定 に 基 づ き 、 エ リ ア

放 送 を 行 う 地 上 一 般 放 送 局 の 免 許 の 申 請 書 及 び 申 請 書 に 添 付 す る 書

類 の 提 出 に 係 る 取 扱 い を 次 の よ う に 定 め 、 平 成 二 十 四 年 四 月 二 日 か

ら 施 行 す る 。 

 

  

（ 申 請 書 等 の 送 付 方 法 ）  

第 一 条  エ リ ア 放 送 （ 放 送 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員

会 規 則 第 十 号 ） 第 百 四 十 二 条 第 二 号 に 規 定 す る エ リ ア 放 送 を い う

。 以 下 同 じ 。 ） を 行 う 地 上 一 般 放 送 局 （ 電 波 法 施 行 規 則 第 四 条 第

一 項 第 三 号 の 三 に 規 定 す る 地 上 一 般 放 送 局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

の 免 許 の 申 請 を し よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い う 。 ） が エ

リ ア 放 送 を 行 う 地 上 一 般 放 送 局 の 免 許 の 申 請 書 及 び 申 請 書 に 添 付

す る 書 類 （ 以 下 「 申 請 書 等 」 と い う 。 ） を 送 付 す る 場 合 は 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 方 法 の い ず れ か に よ る も の と す る 。 

一 引 受 時 刻 証 明 の 取 扱 い と し た 書 留 郵 便 

二  民 間 事 業 者 に よ る 信 書 の 送 達 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律

第 九 十 九 号 ） 第 二 条 第 六 項 に 規 定 す る 一 般 信 書 便 事 業 者 又 は 同

条 第 九 項 に 規 定 す る 特 定 信 書 便 事 業 者 （ 以 下 「 信 書 便 事 業 者 」

と 総 称 す る 。 ） に よ る 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 信 書 便 （ 以 下 「 信

書 便 」 と い う 。 ） の 役 務 で あ っ て 当 該 信 書 便 事 業 者 に お い て 引

受 け 日 時 の 記 録 を 行 う も の 
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（ 到 達 の 日 時 ）  

第 二 条  エ リ ア 放 送 を 行 う 地 上 一 般 放 送 局 の 免 許 の 申 請 書 等 を 次 の

各 号 に 掲 げ る 方 法 に よ り 提 出 し た と き は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 時

に 総 合 通 信 局 （ 沖 縄 総 合 通 信 事 務 所 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に 到 達

し た も の と す る 。 

一  引 受 時 刻 証 明 の 取 扱 い と し た 書 留 郵 便  郵 便 事 業 株 式 会 社 の

営 業 所 で あ っ て 郵 便 窓 口 業 務 の 委 託 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十

四 年 法 律 第 二 百 十 三 号 ） 第 二 条 に 規 定 す る 郵 便 窓 口 業 務 を 行 う

も の （ 同 法 第 三 条 第 一 項 若 し く は 第 三 項 の 規 定 に よ る 委 託 又 は

同 法 第 四 条 の 規 定 に よ る 再 委 託 を 受 け た 者 の 営 業 所 を 含 む 。 ）

に お い て 引 受 け が さ れ た と し て 当 該 引 受 時 刻 証 明 に よ り 証 明 さ

れ た 日 時 

二  信 書 便 の 役 務 で あ っ て 当 該 信 書 便 事 業 者 に お い て 引 受 け 日 時

の 記 録 を 行 う も の  当 該 信 書 便 事 業 者 に お い て 引 受 け が さ れ た

と し て 記 録 さ れ た 日 時 

三  電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法  総 合 通 信 局 の 使 用 に 係 る

電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル へ の 記 録 が さ れ た 日 時 

四  前 三 号 に 掲 げ る 方 法 以 外 の 方 法  総 合 通 信 局 の 事 務 所 に 到 達

し た 日 時 

２  前 項 第 一 号 又 は 第 二 号 の 方 法 に よ る 場 合 に お い て 、 総 合 通 信 局

に 到 達 し た も の の う ち 、 日 の み が 明 瞭 で あ っ て 時 刻 が 明 瞭 で な い

も の は 、 当 該 日 の 午 後 十 二 時 に 、 総 合 通 信 局 に 到 達 し た も の と み

な す 。 
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（ 先 願 ）  
第 三 条  異 な っ た 日 時 に 二 以 上 の エ リ ア 放 送 を 行 う 地 上 一 般 放 送 局

の 免 許 の 申 請 書 等 が 総 合 通 信 局 に 到 達 し た と き は 、 申 請 者 は 、 当

該 申 請 書 等 が 総 合 通 信 局 に 到 達 し た 順 番 に 従 っ て 審 査 を 受 け 、 そ

の 申 請 に つ い て 免 許 を 受 け る こ と が で き る 。 

 

２  同 一 の 日 時 に 二 以 上 の エ リ ア 放 送 を 行 う 地 上 一 般 放 送 局 の 免 許

の 申 請 書 等 が 総 合 通 信 局 に 到 達 し た こ と に よ り 、 エ リ ア 放 送 を 行

う 地 上 一 般 放 送 局 に 割 り 当 て る こ と の で き る 周 波 数 が 不 足 す る 場

合 に は 、 い ず れ の 申 請 者 も そ の 申 請 に つ い て 審 査 を 受 け る こ と が

で き な い 。 た だ し 、 申 請 者 の 協 議 に よ り 一 の 申 請 者 に 定 め ら れ た

と き は 、 当 該 一 の 申 請 者 が 審 査 を 受 け る こ と が で き 、 ま た 、 申 請

に 係 る 空 中 線 電 力 の 変 更 そ の 他 の 調 整 に よ り 周 波 数 を 割 り 当 て る

こ と が で き る こ と と な っ た と き は 、 い ず れ も 、 そ の 申 請 に つ い て

審 査 を 受 け る こ と が で き る 。 

 

３  前 項 の 協 議 が 成 立 せ ず 、 又 は 協 議 を す る こ と が で き な い と き は

、 い ず れ も 、 そ の 申 請 に つ い て 審 査 を 受 け る こ と が で き な い 。 

 

４  総 合 通 信 局 長 （ 沖 縄 総 合 通 信 事 務 所 長 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） は

、 第 二 項 の 規 定 に よ る 協 議 が 必 要 と な る 場 合 は 、 相 当 の 期 間 を 指

定 し て 、 同 項 の 協 議 を し て そ の 結 果 を 届 け 出 る べ き 旨 を 申 請 者 に

命 じ な け れ ば な ら な い 。 

 

５  総 合 通 信 局 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 期 間 内 に 同 項 の 規

定 に よ る 届 出 が な い と き は 、 第 二 項 の 協 議 が 成 立 し な か っ た も の

と み な す こ と が で き る 。 

 

  

（ 準 用 ）  
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第 四 条  前 三 条 の 規 定 は 、 エ リ ア 放 送 を 行 う 地 上 一 般 放 送 局 の 再 免

許 の 申 請 に つ い て 準 用 す る 。 

 

  



